
 1

居宅介護支援重要事項説明書 

 

 

 事業所の概要やサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 
 

１. 事業所の概要 
 
（１）事業者（開設者） 
（２）サービス提供事業所 
（３）所 在 地 
（４）電話番号 
   Ｆ Ａ Ｘ 
（５）所 長 名 
（６）サービスの内容 

 
（７）サービス実施地域 

 
公益社団法人 宮城県看護協会 
公益社団法人 宮城県看護協会栗原訪問看護ステーション 
栗原市築館伊豆二丁目７番１７号 
０２２８－２４－８２２６ 
０２２８－２４－８１８３ 
千田 麻美 
居宅サービス計画（ケアプラン）の作成、居宅介護支援に 
関する相談 
栗原市全域 登米市石越町 登米市迫町 大崎田尻 
大崎市岩出山真山地区 大崎市古川清滝地区 一関市花泉 

（８）指定居宅介護支援事業所指定年月日  
 平成１２年４月１日 

（事業所番号 第０４６１３９００１５号） 

 

 
 
２. 事業所の目的と基本方針 
 （１）目的 
    介護を必要とする方々が安心して、能力に応じて自立した日常生活ができるよう、 

保健師又は看護師等の資格を有する介護支援専門員（ケアマネージャー）が、熱意を 
もって利用者の立場に立った居宅サービス計画（ケアプラン）を提供します。 

 
 （２）基本方針 

１） 利用者の意志と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って支援を行います。 
２） 利用者の心身の状態や生活環境に応じた、適切なサービス提供が行えること 

を目指します。 
３） 利用者が適切なサービスを選択できるよう、複数の居宅サービス事業所等の

情報提供や紹介、及び当該事業所がケアプランに位置付けた選定理由の説明

を求めることが可能であること等、利用者又は家族に対し説明を行います。 
４） 特定のサービスや事業所にかたよらないように公平な支援を行います。 
５） 市町村や主治医、介護サービス事業者との協力、連携に努めます。 
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３. サービスの内容 
居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

 
利用者の依頼・相談 

状 態 把 握 
利用者本人や家族と面談し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。 

 

居宅サービス計画の原案作成 
居宅サービス事業所に関する情報を提供し、事業所を選びます。 

 
 

居宅サービス事業所の担当者との連絡・調整 
介護支援専門員は利用者本人・家族の要望を反映するためサービス担当者との 
意見交換、又は調整を行います。 

サービス担当者会議 
 

居宅サービス計画の作成 
居宅サービスの基本方針、目標、サービスの種類・内容などサービスの計画は、 
サービスを受ける利用者の希望や心身の状態をよく考慮して作ります。 

 
 

利 用 者 の 同 意 
計画の内容が利用者の希望にそっているか確認します。 

 

サ ー ビ ス の 提 供 
 
 

施設サービス  居宅サービス 

・特別養護老人ホーム 訪問看護、ホームヘルプサービス、 

・老人保健施設、  デイサービス、デイケア、ショートスティ 

・介護職員が手厚く配置 訪問入浴、訪問リハビリテーション、 

された病院等  福祉用具の貸与、住宅改修、地域密着型サービス 

・地域密着型サービス 

 

モニタリング（サービス提供状況の把握） 
サービスの内容が適切か、予定通り実施されているか、 
不都合はないか、月１回以上訪問します。 

 

４．サービスの利用割合 
   当事業所におけるケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具

貸与の利用状況は、別紙のとおりです。 
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５．営業日及び営業時間 
営 業 日  月～金（土曜、日曜、国民の祝日、１２／２９～１／３を除く） 

営業時間  月～金  ８時３０分～１７時１５分 
但し、緊急時はこの限りでない。 

 緊急連絡先（０９０－４４７９－６７５５） 

 
６. 利用料金 
 （１）居宅介護支援費は、介護保険から給付されますので、利用料負担はありません。 

ただし、サービス実施地域以外では、交通費が１km ３０円 かかります。 
（実施地域を越えた時点からの往復距離） 

居宅介護支援費 
要介護１、２         １０，８６０円／月  
要介護３、４、５       １４，１１０円／月 

 
初回加算                ３,０００円／月 
  ①新規に居宅サービス計画を作成する場合 

  ②要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

  ③要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 

 
入院時情報連携加算    
   病院又は診療所に入院するにあたり、病院又は診療所の職員に対して、利用者の心 

身の状況や生活環境等の必要な情報を、病院又は診療所の職員に対して情報を提供した 

場合。 

入院事情報連携加算（Ⅰ）           ２,５００円／月 
入院時情報連携加算（Ⅱ）           ２,０００円／月 

  

退院・退所加算  
 医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅ｻｰﾋﾞｽ等を利用する場合において 

退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でｹｱ

ﾌﾟﾗﾝを作成し、居宅ｻｰﾋﾞｽ等の利用に関する調整を行った場合。 

 

 退院・退所加算（Ⅰ） 退院・退所加算（Ⅱ） 退院・退所加算（Ⅲ） 

イ 4,500 円 
情報提供は、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ以

外の方法で 1 回 

6,000 円 
情報提供は、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ以

外の方法で 2 回以上 

 

ロ 6,000 円 
情報提供は、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに

より 1 回 

7,500 円 
情報提供は、2 回 
うちｶﾝﾌｧﾚﾝｽは 1 回以上 

9,000 円 
情報提供は、3 回以上、

うちｶﾝﾌｧﾚﾝｽは 1 回以上 

 
 



 4

通院時情報連携加算               ５００円／月 
   利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門

員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用

者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必

要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合。 

 

緊急時等居宅カンファレンス加算      ２，０００円／月 
   利用者の病状の急変した場合等に、病院または診療所の求めにより、病院等の 

医師又は看護師等とともに利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い必要に 

応じて居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合。１月に２回を限度とする。 

 

ターミナルケアマネジメント加算        ４,０００円／月 

在宅で死亡した利用者に対し、24 時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、

指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備している事業所として終末期の医療やケ

アの方針に関する利用者又はその家族の意向を把握し同意を得たうえで死亡日及び死亡日

前 14 日以内に 2 日以上居宅を訪問し心身の状況等を記録し、主治医、居宅サービス計画に

位置付けた事業者に提供した場合。 

 

 
 
７. 職員体制 

職  種 職 員 数 

管理者（主任介護支援専門員） １名（専任） 

事 務 員 ２名（兼任２名） 

 
 

８. 秘密保持 
利用者やご家族に関する個人情報は、どんな場合においても他に漏らすことはありま 

せん。 
   ただし、サービス担当者会議などにおいて、個人情報を用いる場合はあらかじめ文書 

で同意を得ます。 

 
 
９. 事故発生時の対応 

（１） 居宅介護支援サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに本人と

家族に連絡を取るとともに、必要な措置を講じ市町村に連絡します。 

 
（２） 居宅介護支援サービスの提供に伴い発生した事故に関し、事業者の責任によっ 

て損害を与えた場合には必要な措置を講じ、損害を賠償します。 
ただし、事業者の故意、過失のなかった場合はこの限りではありません。 
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10. 苦情対応窓口 
苦情やご相談は以下の窓口でお受けしますので、お気軽にご相談下さい。 
例えば、次のような苦情に迅速に対応します。 

  ・当事業所の居宅サービス計画に関すること。 
  ・介護保険で利用する居宅サービス事業所に関すること。 
  ・市町村の保険料、介護認定等の制度に関すること。 

なお、市町村担当窓口、国民健康保険連合会でも受け付けています。 
○ 当事業所の苦情受付担当者  千田 麻美 

ＴＥＬ ０２２８－２４－８２２６ 

ＦＡＸ ０２２８－２４－８１８３ 

○ 栗原市役所 市民生活部 介護福祉課  

住  所  栗原市築館薬師一丁目７番１号 

電話番号  ０２２８－２２－１３５０ 

 

     ○築館総合支所  市民サービス課 

    住  所  栗原市築館伊豆二丁目６番１号 

    電話番号  ０２２８－２２－１１１１ 

     ○若柳総合支所  市民サービス課 

         住  所  栗原市若柳字川南戸ノ西４番地 

         電話番号  ０２２８－３２－２１２１ 

○栗駒総合支所  市民サービス課 

         住  所  栗原市栗駒岩ケ崎円鏡寺後１５５番地 

     電話番号    ０２２８－４５－２１１１ 

     ○高清水総合支所 市民サービス課 

         住  所  栗原市高清水中町３９番地 

         電話番号  ０２２８－５８－２１１１ 

     ○一迫総合支所  市民サービス課 

         住  所  栗原市一迫真坂字清水田河前５番地 

         電話番号  ０２２８－５２－２１１１ 

○瀬峰総合支所  市民サービス課 

         住  所  栗原市瀬峰長者原３７番地２ 

         電話番号  ０２２８－３８－２１１１ 

○鶯沢総合支所  市民サービス課 

         住  所  栗原市鶯沢南郷辻前７４番地１ 

         電話番号  ０２２８－５５－２１１１ 

○金成総合支所  市民サービス課 

         住  所  栗原市金成沢辺町沖２００番地 

         電話番号  ０２２８－４２－１１１１ 

○志波姫総合支所  市民サービス課 

         住  所  栗原市志波姫沼崎南沖４５２番地 

         電話番号  ０２２８－２５－３１１１ 
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○花山総合支所  市民サービス課 

         住  所  栗原市花山字本沢北ノ前７７番地 

         電話番号  ０２２８－５６－２１１１ 

 

 

○ 宮城県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情相談窓口 

住  所  仙台市青葉区上杉１－２－３ 宮城県自治会館６階 

電話番号  ０２２－２２２－７７００ 

 

11．虐待防止に関する事項 
（１）虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずる。 

１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に 

ついて職員に周知徹底を図る。 

２）虐待の防止のための指針を整備する。 

３）職員に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

４）上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

（２）サービス提供中に当該事業所の職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報 

する。 

 
 
12. その他運営に関する重要事項 

＊事業所より提供終了を申し出る場合 

ご本人、ご家族が故意または重大な過失により事業所もしくは担当の介護支援専門員の 

生命・心身・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行った場合又は行うこと 

が予測される場合には、直ちに契約を解除します。（具体的には、暴力や暴言、強要を 

行った場合等） 

 

13. 居宅サービス計画の変更 
   利用者は、いつでも居宅サービス計画の変更を求めることができます。 

   
14. 居宅介護支援契約の解約 
   利用者は１ヶ月前までに申し出があれば、居宅介護支援の契約を解約できます。 

 
 令和   年   月   日 

〒９８７－２２１６ 
栗原市伊豆二丁目７番１７号 

                    ℡ ０２２８－２４－８２２６ 
公益社団法人 宮城県看護協会 栗原訪問看護ステーション 
説明者職名・氏名 
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居宅介護支援重要事項について説明を受け、サービスの提供を受けることに同意します。 
           （サービス利用者） 

 
住所                          

 
氏名                          

 
（署名代行者） 

 
住所                          

 
氏名                          

 
利用者との関係                     

 
署名代行の理由                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


